
 

宇農再第２８号  

令和４年 ６月１６日  

 

農業者の皆様へ 

 

宇都宮市農業再生協議会  

会長 横 松 久 夫  

（会長印省略）    

 

令和４年度経営所得安定対策等に係る立札の配付及び設置について 

 

 令和４年度経営所得安定対策等の交付金に係る作付面積等の現地確認を行うため，下

記のとおり，配付した立札を７月３日（日）までに，対象ほ場の確認しやすい場所に設

置くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 立札について 

・ 立札には，あらかじめ，農業者氏名，対象水田の所在地，作物名，作付面積等が

印字されています。 

・ 作物を変更した場合は，立札の作物名を，油性ペン等で訂正し，宇都宮市農業再

生協議会事務局（０２８－６３２－２４５８）まで御連絡ください。 

・ 麦，加工用米，飼料用米，備蓄米及び新市場開拓米は，農業共済デ－タの突合等

により確認するため立札はありません。また，たまねぎ及びうどは，既に確認済み

のため立札はありません。 

 ・ 野菜（１８品目）の交付金は，露地栽培が対象であるため，ハウス栽培は交付金

の対象外となります。（営農計画書にハウス栽培である旨の記載がなかった場合，ハ

ウス栽培でも立札が配付されることがあります。） 

 ・ 個人情報保護の観点から，令和３年度から立札の様式を変更しました。ほ場に設

置する際は，裏面のとおり「きりとりせん」で氏名部分を切り取ってください。 

 

２ 確認開始日 

  令和４年７月４日（月）～ （順次，各地区の現地確認を実施します。） 

 ※ 立札は，７月３日（日）までに設置してください。 

 

 

 

宇都宮市農業再生協議会事務局 

（宇都宮市経済部農林生産流通課内） 

ＴＥＬ：０２８（６３２）２４５８ 



 

立札の設置について 
 

・ お手数をお掛けいたしますが，立札をほ場に設置する際は， 

「きりとりせん」で氏名部分を切り取ってください。 

 

【立札（サンプル）】 

 

 

 

 

 

 

「きりとりせん」で 

氏名部分を切り取って，

ほ場に立ててください。 


